
　2015（平成27）年７月に廃棄物処理法が一部
改正され、都道府県が定める廃棄物処理計画にお
いて非常災害時における廃棄物の適正処理等に関
して必要な事項を定めることとされました（法第
５条の５第２項第５号等）。
　そこで、県では、2017（平成29）年３月に、
災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理に向けて

「群馬県災害廃棄物処理計画」を策定しました。

　また、2021（令和３）年３月に国の災害廃棄
物対策指針の確定内容を反映するとともに、災害
時における民間事業者の協力・支援体制及びボラ
ンティアとの連携等の内容を追加する改訂を行い
ました。
　この計画では、平時における備えから大規模災
害発生時の対応までの、切れ目のない対策を定め
ています。

１　　県災害廃棄物処理計画の運用　【廃棄物・リサイクル課】

第１項　広域的な災害廃棄物処理体制の強化

  第３節　災害廃棄物処理体制の強化

　大規模災害時には、災害廃棄物の処理のために、
市町村域や県域を越えた連携が不可欠です。
　県では、災害廃棄物等の処理を円滑に実施する
ための相互応援協定を市町村、清掃関係一部事務
組合及び関係事業者団体等と締結しています。
　また、2016（平成28）年９月に「群馬県災害
廃棄物処理対策協議会」を設置し、県内の市町村
及び関係団体との連携体制を構築しました。

　さらに、環境省関東地方環境事務所、関東ブロ
ック10都県及び政令市、中核市等で構成する大
規模災害時廃棄物対策関東地域ブロック協議会に
おいて「大規模災害発生時における関東ブロック
災害廃棄物対策行動計画【第四版】｣（2024［令
和６］年３月）が策定され、広域的な支援体制が
構築されています。

３　　広域的な応援・連携体制の強化　【廃棄物・リサイクル課】

　環境省が所管する災害廃棄物処理等に関する補
助制度には、市町村等が災害のために実施した生
活環境上特に必要とされる廃棄物の収集、運搬及
び処分に要する経費を補助する「災害等廃棄物処
理事業費補助金（国1/2）」と、廃棄物処理施設
に被害が生じた場合に、復旧に要する経費を補助
する「廃棄物処理施設災害復旧事業費補助金（国
1/2）」があります。

　2019（令和元）年度には、９月に発生した落
雷による廃棄物処理施設復旧事業と、10月に発
生した令和元年東日本台風（台風第19号）によ
る浸水被害等による廃棄物処理事業と廃棄物処理
施設復旧事業に当該補助制度を活用しました。
　なお、2020（令和２）年度以降は、実際の活
用はありません。

４　　災害廃棄物処理等に関する補助制度の活用　【廃棄物・リサイクル課】

　災害廃棄物を適正かつ円滑･迅速に処理するため
には、災害廃棄物の処理主体である市町村におい
て災害廃棄物処理計画を策定することが必要です。

　このため、県内の未策定市町村にヒアリングを
行い、各市町村の進捗状況に合わせた支援を行い
ました。

２　　市町村災害廃棄物処理計画策定への支援　【廃棄物・リサイクル課】

表2−2−3−1　市町村の災害廃棄物処理計画数� （単位：計画数）
年度 Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

市町村の災害廃棄物処理計画数 11 14 17 23 25
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　大規模災害時において、早期の復旧･復興を図
るためには、公共の廃棄物処理施設を、通常の廃
棄物処理に加え、災害廃棄物を適正かつ円滑・迅
速に処理するための拠点と捉え直し、平時から廃
棄物処理の広域的な連携体制を築いておく必要が
あります。
　地域の拠点となる廃棄物処理施設においては、
地震や水害によって稼働不能とならないよう、施
設の耐震化、地盤改良、浸水対策等を推進し、廃
棄物処理システムとしての強靱性を確保すること
が重要です。
　特に焼却施設は、余熱を利用して電力供給や熱
供給ができれば大規模災害時にも地域の災害対応
拠点としての役割も期待できます。
　そのため、県では、市町村等に対して循環型社

会形成推進交付金制度等の事務を通じ、一般廃棄
物処理施設を整備する際の耐震化や災害拠点化の
ために必要な設備整備に係る情報提供を行う等、
災害廃棄物処理体制の構築に向けた支援を行って
います。
　また、2017（平成29）年３月に策定した「群
馬県一般廃棄物処理広域化マスタープラン」では、
市町村が整備する廃棄物処理施設が災害対応拠点
となるよう、広域ブロック区分の検討要素の１つ
に災害対策（広域施設の立地地域の避難場所への
電力供給可能率）を設定しています。
　2021（令和３）年３月には、「災害時の停電『ゼ
ロ』」の実現に向け、ごみ焼却施設について、地
域の防災拠点として大規模災害時に電力を供給す
る役割が期待できる旨を追加しました。

１　　市町村等による廃棄物処理施設の強靱化、防災拠点化等の取組への支援　【廃棄物・リサイクル課】

第２項　廃棄物処理施設の強靱化の促進
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